
 
 

 
 

 

畜 産 局  
令和８年４月 21日  

 

肉用子牛の平均売買価格について（令和７年度第４四半期） 

 

肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和 63 年法律第 98 号）に基づく肉用子牛生産者

補給金制度の令和７年度第４四半期の平均売買価格が、品種区分ごとに次のとおりと

なった（４月 21日付けの官報で告示）。 

  

                                       （単位：円／頭） 

 黒毛和種 褐毛和種 その他の 

肉専用種 

乳用種 交雑種 

保証基準価格 ５７４，０００ ５２３，０００ ３３４，０００ １６４，０００ ２７４，０００ 

合理化目標価格 ４４６，０００ ４０６，０００ ２５９，０００ １１０，０００ ２１６，０００ 

７年度 

第４四半期 

※ 

平均売買価格 

※※ 
８０４,０００ ７０９,８００ ３８６,５００ ２４１,３００ ４６８,９００ 

補給金単価 - - - - - 

※「その他の肉専用種」については、令和２年度から算定期間を１年（４月～３月）としている。 

※※「平均売買価格」については、指定家畜市場における指定肉用子牛の取引価格から算出している。 

 



肉用子牛の平均売買価格の推移（１）
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H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

（黒毛和種）

注：平成４年度までは、黒毛和種及び褐毛和種の平均売買価格。

保証基準価格

合理化目標価格

（年度）

（百円／頭）
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（褐毛和種）

注：平成５年度以降、新たな褐毛和種の品種区分を設定。

保証基準価格

合理化目標価格

（年度）

（百円／頭）



肉用子牛の平均売買価格の推移（２）
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（その他の肉専用種）

保証基準価格

合理化目標価格

（年度）

（百円／頭）

（年度）

（百円／頭）



肉用子牛の平均売買価格の推移（３）
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（乳用種）（百円／頭）

注：平成11年度までは、肉専用種以外の品種として、
乳用種及び交雑種の平均売買価格。平成12年度
以降については、乳用種のみの価格。

保証基準価格

合理化目標価格

（年度）
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（交雑種）

保証基準価格

合理化目標価格

（年度）

（百円／頭）

注：平成11年度までは、肉専用種以外の品種として、乳用種及び交雑種の平均売買価格。
平成12年度以降については、交雑種のみの価格。


